
東北学院大学所属
三田式３型改Ⅰ　ＪＡ２１０６
に関する航空事故報告書

昭和５０年５月１５日

航空事故調査委員会議決（空委調第２７号）

委員長　岡田實

委員　山口真弘

委員　諏訪勝義

委員　上山忠夫

委員　八田桂三

１．航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

東北学院大学所属三田式３型改１ＪＡ２１０６は、昭和４９年１０月１３日、宮城県加美郡王 

城寺原滑空場からウインチえい航により上昇中、高度約１５メートルでウインチが停止し、同 

機は同滑空場に機首から接地した。機体は中破したが、機長は無事であった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和４９年１０月２６日～２７日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見の聴取

昭和５０年４月１８日　意見聴取

２．認定した事実

２．１　飛行の経過

東北学院大学は、王城寺原滑空場でウインチえい航により、０８時３０分ごろから正午まで



滑空訓練を行った。この間の発航は２５回であった。

午後の訓練は、１２時５０分ごろから準備を開始し、第１回目としてＪＡ２１０６に機長がとう 

乗して発航し、同機が高度約１５メートルに到達したときウインチのエンジンが停止した。 

同機はえい航索を離脱したが、同滑空場に機首から接地したのち、機首を約９０度右に偏向し 

て停止した。時刻は１３時ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　―　０

重傷　０　―　０

軽傷　０　―　０

なし　１　―　１

２．３　航空機の損壊の程度

中破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

損壊なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和２７年４月２５日生

自家用操縦士（滑空機）技能証明書　第５８０７号

第三種航空身体検査証明書　第３１６７００２０号

有効期間　昭和４９年８月１２日から

昭和５０年８月１１日まで

総飛行回数　２８１回　うち三田式３型９８回

事故前３０日間の飛行回数６回



２．６　航空機に関する情報

航空機型式　三田式３型改１

製造年月日　昭和４４年７月２１日

製造番号　第６９‐１９号

耐空証明書番号　第４９‐１３‐１号

有効期間　昭和４９年８月１０日から

昭和５０年８月　９日まで

総使用回数　７，７０６回

総使用時間　５５３時間５０分

耐空検査後の使用回数　４１８回

耐空検査後の使用時間　２２時間２９分

２．７　気象に関する情報

事故当時の気象は、機長の口述によると、曇で北々西の風１メートル／秒であった。

２．８　航空機又はその部品の損壊に関する情報

胴体前部下面破損

主翼取付部に亀裂

ボール・ゲージ破損

２．９　ウインチに関する情報

ウインチは、新菱重機株式会社により製作された。主な諸元は次のとおりである。

全長　４，０３３ｍｍ

全巾　２，０８４ｍｍ

全高　２，５９３ｍｍ

ウインチドラム直径３２０ｍｍ

ワイヤローブ巻取長さ１，２００ｍ

ワイヤローブ巻取速度０―６５Ｋｍ／ｈ

総重量　１，２００Ｋｇ



また、エンジン諸元は次のとおりである。

名称　トヨタＦ型ガソリンエンジン

総排気量　３，８７８ＣＣ

最高出力　１３０ＰＳ／３，６００ｒｐｍ

最大トルク　３０Ｋｇｍ／２，２００ｒｐｍ

３．事実を認定した理由

３．１　解析

機長は、同機がウインチえい航によって高度約１５メートルに到達したとき、ウインチのパ 

ワーの低下を感じたが、これはウインチが停止したことによるものと認められる。

機長は、当該時点でウインチ停止に対する措置として機首を押え、直ちに索の離脱を行わず、 

数秒後にこの操作を行ったが、操作時点における同機の速度は、機長の口述によれば約６０キ 

ロメートル／時（失速速度６２．５キロメートル／時）であった。

ウインチ係は、ウインチのエンジンが停止し同機が離脱後すぐエンジンの再始動を試みたが 

始動しなかった。しかし、その数分後に再び試みたときは始動し異常は認められなかった。 

また、現場調査時におけるウインチの運転も何等異常なく、外部点検においても異常は発見で 

きなかった。

事故の発生は、午後の第１回目のえい航時であり、エンジン始動から滑空機のえい航までは、 

関係者の口述によれば約５分であって、また、事故当時温度計が故障していたため、エンジン 

の冷却水の温度が適温（７０度～８０度）になっていたかどうかについては確認されていなかっ 

た。以上のことから、ウインチの停止は、エンジンの暖機運転が不十分な状態にあった時点で、 

えい航による急激な負荷がかかったことによることが考えられる。

４．結論

(1)　機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

(2)　航空機は有効な耐空証明書を有し、かつ、整備されていた。

(3)　同機は、高度約１５メートルに到達したときウインチが停止した。



(4)　ウインチの暖機運転は不十分であったと推定される。

(5)　ウインチ停止時における機長の措置がおくれたものと推定される。

原因

本事故は、ウインチが停止したこと及びウインチ停止時における機長の措置がおくれたこと 

によるものと推定される。


